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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成３１年２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年５月２４日 １０時４０分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市唐津港北方沖 

 女瀬鼻
め せ は な

灯台から真方位３５８°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３４.１′ 東経１２９°５７.５′） 

インシデントの概要  漁船第十八吉
よし

福
ふく

丸は、南進中、主機の運転ができなくなり、運航不

能となった。 

インシデント調査の経過  平成３０年７月１７日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八吉福丸、１９トン 

 ＮＳ２－１６８９２（漁船登録番号）、上対馬町
かみつしままち

小鹿
お し か

まき網有限会

社 

 １９.５９ｍ（Lr）×４.２７ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６０３.１１kＷ、昭和６３年３月１１日 

 第２９０－５３９１８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年１０月３１日 

  免許証交付日 平成２８年５月２日 

         （平成３３年５月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 インシデントの経過  本船は、中型まき網漁業の灯船兼運搬船として、僚船５隻と共に船

団を構成し、船長ほか１人が乗り組み、平成３０年５月２２日１８時

００分ごろ長崎県対馬市対馬上島東方沖５Ｍ付近の漁場に向けて同市

一重
ひ と え

漁港を出港した。 

 本船は、漁場に到着して夜間に操業を行い、２３日午後唐津港に入

港して漁獲物の水揚げを行った後、漁場に戻り、２４日未明から２日

目の操業を行い、０４時５０分ごろ操業を終えて漁獲したあじ
．．

及びさ
．
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ば
．
約１５ｔを積載し、網船から移乗してきた甲板員１人を乗せ、再び

水揚げの目的で唐津港に向けて漁場を出発した。 

 船長は、１人で船橋当直につき、主機を全速力前進の回転数毎分約

１,３５０とし、約１１ノットの対地速力で自動操舵により南進中、

１０時４０分ごろ主機の運転音に異常があったので、非常停止ボタン

を押して主機を停止した。 

 船長は、機関室内を点検したところ、主機の左舷側に潤滑油が飛散

しており、主機のガバナに通じる潤滑油管がガバナの上部付近で折損

して潤滑油が噴出していたことを認めた｡（写真１参照） 

 

 

 

 

ガバナ 

 

 

 

写真１ 主機のガバナ周辺 

 船長は、主機の潤滑油が不足していることを認めたものの折損部分

の応急措置を施せず、主機の運転を断念し、本船に続いて唐津港へ水

揚げに向かっていた僚船にえい
．．

航を依頼するとともに本インシデント

の発生を船舶所有者に連絡した。 

 本船は、１１時４０分ごろ現場に到着した僚船によってえい
．．

航が開

始され、１２時００分ごろ唐津港に入港した。 

 本船は、本インシデント後、唐津港で主機の潤滑油管折損部分を溶

接する仮修理が行われたが、異音が収まらずに正常な運転ができなか

ったので、再び僚船にえい
．．

航されて２５日０９時３０分ごろ対馬市

佐賀
さ か

漁港の造船所に入渠
きょ

し、主機の開放点検が行われた結果、１番及

び６番シリンダのピストンに割損が、連接棒及びプッシュロッドに曲

損などが生じていることが判明した。 

 本船は、主機の破損箇所の修理が行われ、１番及び６番シリンダの

ピストン、その他破損部品等の必要な部品が交換されて復旧された。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  主機は、過給機付４サイクル６シリンダ機関で、各シリンダには船

首側から順に番号が付されていた。 

 主機は、油受の潤滑油が、直結潤滑油ポンプによって吸入加圧さ

れ、潤滑油冷却器及び潤滑油こし器を経て潤滑油主管に送られ、クラ

ンク軸、ピストン等を潤滑及び冷却した後、油受に戻って循環する系

統とガバナ用こし器を通ってガバナに送られる系統等になっていた｡

（図１参照） 

ガバナに通じる 

潤滑油管 
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図１ 潤滑油経路（イメージ） 

 船長は、出港時、主機を始動する前に、主機の潤滑油量、冷却清水

量、燃料油量、ビルジの量、漏れの有無等の点検を行い、主機始動後

には、冷却海水の排水状況、主機の運転状況等の確認を行っていた。 

 船長は、平成３０年２月ごろ潤滑油の全量並びに潤滑油及び燃料油

の各こし器のフィルタを新換えしていた。 

 本船は、昭和６３年建造で、平成１２年ごろ主機が換装されてお

り、平成２５年ごろ主機の開放整備が行われ、平成２８年４月に中間

検査を受検していた。 

 主機は、１年間の運転時間が約１,５００時間であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、水揚げの目的で唐津港に向けて同港北方沖を南進中、主機

のガバナに通じる潤滑油管がガバナの上部付近で折損したことから、

潤滑油が漏えい
．．

して潤滑油量が不足し、各部の潤滑等が困難となり、

主機のピストンに割損を、連接棒及びプッシュロッドに曲損を生じて

主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 主機は、換装後、約１８年が経過しており、主機のガバナに通じる

潤滑油管が長期間の運転による振動を受け続けたことから、同管が折

損した可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、水揚げの目的で唐津港に向けて同港北

方沖を南進中、主機のガバナに通じる潤滑油管がガバナの上部付近で

折損したため、潤滑油が漏えい
．．

して潤滑油量が不足し、各部の潤滑等

が困難となり、主機のピストンに割損を、連接棒及びプッシュロッド

に曲損を生じて主機の運転ができなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機は、潤滑油管等の経年による劣化を発見できるよう、入念な

潤滑油冷却器 

こし器 

直結ポンプ 

Ｐ 

主 機 

油受 

ガバナ 

ガバナ用こし器 

潤滑油主管 クランク軸 
ピストン等 
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点検を行い、劣化している箇所があれば早期に新換えすること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かしわ 


